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「失業保険の給付額
を増やせる」に注意！

・退職に関する情報をインターネットで検索していると、
・「失業保険の受取額が最大で200万円になる」という
・サイトを⾒つけた

・サイトに登録し、Webで説明を受けたところ、
「サポートを受けるための費用が30万円、一括前払い」

・と言われたが、このような業者に依頼して大丈夫だろうか

○失業保険は個々の条件で給付額・期間が決定されま
すので、「200万受け取れる」などの断定的な給付⾦
額の広告を信用してはいけません

○事例のような業者に申し込みをすると、キャンセルの際
多額のキャンセル料を請求されることがあります

○失業保険等の申請⼿続きを代⾏できるのは、社会保
険労務士又は弁護士です

○これら以外の者が虚偽の内容で申請し、不正受給が
発覚すると、受給⾦額以上の返⾦を求められ、さらに
詐欺罪などの刑事罰に問われる可能性がありますので、
誘いには絶対に乗らないようにしましょう

失業保険最大200万円ゲット！
サポート費用は30万円
キャンセル、返金は不可

失業保険の
不正受給は
刑事罰に

問われるかも！

×

「うつ病」になった
ことにして

失業保険を多く
申請しましょう！


